
事業所の防災・環境対策等

沈砂池、洪水調整池の設置

H27.4　
＊建設技術センターは、昭和57年に鳥取県・市町村・鳥取県建設業協会の出資により設置された団体です。 （公財）鳥取県建設技術センター　

※環境保全や災害防止に配慮し、最下流に調整池・沈砂池を設け下流への濁水防止を行います。

防災工事：沈砂池設置

（受入れる残土）
・建設工事から発生し、工事現場外に搬出されるもののうち、盛土、土地造成等に利用可能なもの（コーン

指数300N/m3以上）で、産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊等）を含まないもの
（事業所の運営）
受入時間：８：３０～１７：００(１２：００～１３：００を除く）
休 所 日：土曜日、日曜日、国民の祝日、１２月２９日から翌１月３日までの日

（ただし、センター代表理事が必要と認めたときに、地元了解を得て休所日や受入時間の変更

を行うことがあります。）

管 理：地元関係者の管理員が常駐し、搬入土量及び土質の確認を行うと共に、コンクリート塊、アス

ファルト塊、木くず、金属、プラスチック等の産業廃棄物が混入しないようチェックを行って

います。

環境整備：水質調査の実施、タイヤ洗浄施設（洗浄機、プール）の設置、公道清掃(散水車、人力）の実
施、仕上げ工事(道路舗装等）の実施

そ の 他：林地開発許可看板、工事看板の設置 等

防災工事：暗渠設置

［写真：帽子取（琴浦町）事業所］

〒６８２－００１８ 鳥取県倉吉市福庭町二丁目２３番地

公益財団法人鳥取県建設技術センター

TEL (0858)26-6051(代） (0858)26-6089(直） FAX(0858)26-6004

事業前

事業中

平成２７年度稼働事業所

岩美事業所
（岩美郡岩美町宇治）
［岩美道路専用］

帽子取事業所
（東伯郡琴浦町八橋）

第２三谷事業所
（鳥取市河原町三谷）



◎ 事業の役割

　公共工事の実施に伴って発生する建設発生土を適正に処理することは、公共工事を発注す
る者の責務であるが、建設発生土の処分場の確保には多大な労力と、時間を要し、個々の公
共工事ごとに対応することは、著しく効率性を欠くこととなります。このため、当センター
では鳥取県と協働して建設発生土の受入地の確保をし、建設発生土の処分及び活用をより効
率的に行い、もって、公共工事の円滑な実施及び事業効果の早期発現による県民の利便性の
向上や安心・安全に資するものであります。


